IPCバイアスロン競技規則

IPCノルディックスポーツ委員会(SAEC)より交付

（2001-2002年適用）

　これらの競技規則は、2001年から2002年まで開催されるIPC公認バイアスロン競技会で適用されるIPCおよびIBU技術規則を組み合わせたものである。これらの大会には、2002年ソルトレークシチィで開催されるパラリンピック冬季競技大会も含むものとする。

　規則は、現行のIBU規則（1998年承認）およびIPCクロスカントリースキーならびにバイアスロン規則（1998年承認）に基づいている。規則の坂東付は、IBU規則に準じて行なっている（附録2を参照）。またIPCによる修正は、フォントを変えて表示していることをお伝えしておきたい。

　本文書の目的は、1998年度のスポーツ総会以来選手団監督会議で幾度も話合われてきた懸案を明らかにすることである。

　この規則はIPCおよびIBU規則間における変更ではなく、明細を述べたものであることを申し添えておく。

1.　一般規定

注：文中の「競技者」「彼」は便宜上の語であり、この規則ではそれぞれ、女性競技者も含むものとする。

1.1　申込み

   WCH、JWCH、BWC大会では、この規則を全面的に適用しなければならない。CCH及 びBCC大会では、この規則を原則的には適用しなければならない。国際大会では、異なった規則を適用したり招待試合であるために規則を変更するとあらかじめ告知した場合を除き、この規則を適用しなければならない。OWG/PWG大会では、IOCとまたはIPCが特に定めた場合を除き、これらの規則を適用すること。

1.1.1　 FIS-IPC規則は、障害を考慮したトラック整備や特別なスキー技術に関し

　　　ての基本規則とする。

1.2　　競技者のクラス

　　　 IBU競技者には、以下のクラスを認定する：

1.2.1  男子・女子

20歳の誕生日を迎える年の11月１日から、男女競技者は競技上、それぞれ「男子」「女子」と呼ばれることになり、「男子」「女子」競技にのみ出場することが許される。

1.2.2   ジュニア男子・ジュニア女子

 上記に定義された「男子」「女子」の年齢に達しない競技者はそれぞれ「ジュニア男子」「ジュニア女子」とする。ジュニアには成人とは別の競技を組織しなければならない。しかし、「ジュニア男子」は「男子」の、「ジュニア女子」は「女子」の競技に、それぞれ参加することが許される。

1.3
競技種類


IBU種目として、以下の競技を認定する：

1.3.1

男子

a. 20km個人





b. 10kmスプリント





c. 12.5kmパシュート





d.４×7.5kmリレー





e. 10kmチーム（４名）





f. 15kmマススタート





g. 7.5km個人（射撃２回）





h. 15km個人（射撃4回）





i. リレー

1.3.2

女子

a. 15km個人





b. 7.5kmスプリント





c. 10kmパシュート





d.４×7.5kmリレー





e. 7.5km団体（４名）





f. 12.5kmマススタート





g. 7.5km個人（射撃２回）





h. 15km個人（射撃4回）





i. リレー

1.3.3

ジュニア男子
a. 15km個人





b. 10kmスプリント





c. 12.5kmパシュート





d.４×7.5kmリレー





e. 10km団体（４名）





f. 12.5km同時スタート

1.3.4

ジュニア女子
a. 12.5km個人





b. 7.5kmスプリント





c. 10kmパシュート





d. 3×7.5kmリレー





e. 7.5km団体（４名）





f. 10kmマススタート

1.3.5
変更・その他の競技種目

　IBU/IPCノルディックSAECは、現存の競技種目の変更を行い、新しい競技種目をIBU/IPC大会で紹介する権限を持つ。

1.3.6
競技プログラム

　IBU EB. / IPCノルディックSAECが、WCH、JWCH、BWC大会競技の種目、スケジュール、及び順序を決定する。

1.3.7
大会の年間スケジュール

　IBU大会は大会規則やIBUの指示に従って定期的にIBU大会を行う。年間スケジュールは、IBU国際バイアスロンカレンダーに含んで発行する。各国連盟には毎年６月30日までに、IBU国際バイアスロンカレンダーへの記載のために、IBU事務局長に国内の主な大会スケジュールを送付するよう要請する。

1.4　　　競技者およびチームのための資格に関する規則

1.4.1
一般

　以下のIBU/IPC規定に適合する競技者のみが、IBU加盟連盟が組織するバイアスロン大会や競技に参加する資格を持つ。

IBU大会に参加する資格を取るためには、選手及びチームは、すべてのIBU規則と方針に従うことに合意したIBUの義務に対する宣誓書と仲裁裁判所合意書に署名しなくてはならない。競技者や役員は、最初に参加したIBU競技でこの合意書に署名しなければならない。この合意書は、どちらかのチームが無効であるとみなすまでは有効である。

1.4.2
　競技者は有効なパスポートのある国籍でのみ競技を始めることができ、１シーズン中は1か国からのみ競技に参加することができる。2か国で市民権を持っている場合は、原則的に血筋のある国籍が適用される。

1.4.3
競技者はIOC憲章の規則45と付則45に従わなければならない。

1.4.4
競技者の責任

競技者は、IBU/IPC競技大会に参加する際には、用具、ウェア、及びIBU/FIS用具カタログに従った広告ロゴを身につけて競技してもよい。

1.4.5
　競技者は、フィニッシュラインの後方10mの禁止ゾーンではスキーやライフルのロゴを広告の目的で提示してはならない。

1.4.6
出場資格


　OWG、WCH大会では、過去４年間で（WCH、BWC、CCH大会において）上位３位の平均タイムからの遅延度が20%未満の競技者、または過去４年間のJWCHで全競技者の中での順位が、参加者数の半分より上位であった競技者のみが参加することができる。

1.5
登録およびエントリー

1.5.1
IBU大会参加意志の通達

　異なる2通の通達を提出する必要がある。すなわち、登録とエントリーである。

1.5.1.1
　登録及び登録変更により、参加意志を事前に知らせる。各種目に登録する競技者数およびチーム役員数を、各競技の特定の規則に詳細に記す。参加種目への登録は以下のように行わなければならない：


a. WCH/JWCH


　 WCH/JWCHでは、組織委員会は大会２ヶ月前までに競技者と役員の見込み数を（人数による登録で）受け取っていなければならない。遅くとも大会14日前には、組織委員会は競技者の氏名と性別のリストを（氏名による登録で）受け取っていなければならない。


b. BWC大会

　BWC大会では、大会開始14日前までに参加を希望する競技者の氏名と性別のリストを組織者に提出しなければならない。競技者の交換や変更は可能であるが、変更があった場合には早急に組織委員会に知らせなければならない。

　　　　c. OWC大会


　OWC / PWCの登録には、IOC / IPCの指示に従わなければならない；


d. その他の大会


　　その他の大会への登録は、特定の競技規則に規定されたとおりとする。

1.5.1.2
エントリー

　エントリーは、ある競技のスタートを行う競技者または参加チームを通知するためのものであり、すべての競技に関して、書面で個人ならびにスプリント競技のドロー４時間前までに提出しなければならない。リレー競技や団体競技のチームエントリーも、すべての種目についてドローの４時間前までに行わなければならない。リレー競技や団体競技の出場者名簿は、その競技の行われる日の前日午後４時までに提出しなければならない。

　パシュートの予選で出場を認められていれば、パシュート競技のエントリーを必要としない。

　事前に行われたWCHでの最新のBWCスコアに基づいて、出場を認定されている競技者は、同時スタート競技のエントリーを行う必要はない。


　競技に参加する競技者数については、競技規則により定められている。

1.5.2
登録手続き及び条件

a. 登録は書面または電送手段を用いて、招待状に記された宛先にあてて、定められた締切までに行われなければならない。WCH、JWCH、BWC大会については、登録は各国連盟が行わなければならない。OWG、PWGでは、IOC / IPC規則を適用する。各国連盟はOWC、PWC、WCHの参加の認定を行わなければならない。

b. 競技者の登録を行うことによって、各国連盟は暗黙に競技者が医療上の要件を満たす傷害責任保険に加入していることを確認し、保証する。

1.5.3
遅延エントリー

1.5.4
a.　TDはドロー前に発生した特別な事情による遅延エントリーを認めることができる。

b.　競技ジュリーは、ドロー前に発生した不可抗力による遅延エントリーを認めることができる。

c.  競技ジュリーは、遅れてエントリーした競技者のスタート位置を指示する。この目的で分離ドローを用いてもよい。

1.5.5
エントリーの変更－不可抗力


　エントリーした競技者が不可抗力によりスタートできない場合、登録したほかの競技者が代わってもよいが、エントリーした競技者のスタートタイムの30分前までに行わなければならない。この場合該当のスタート時間の30分前までに、競技ジュリーに対してスタートできない正当な理由を証明しなければならない。

1.6
ドロー及びスタートナンバーの決定

1.6.1
　競技のエントリーリストから、手引きまたはコンピュータドローにより通常の競技者やチームを任意に選出する。該当競技に他の規則が適用されない限り、スタート番号はこのドローによって決定する。

1.6.1.1
ドローの方法は、TDが承認したものでなければならない。

1.6.2
ドローのタイミング

　どのような競技のドローも、競技開始時間の24時間より前、または15時間以内に行ってはならない。しかし過半数の監督の合意が得られた場合、同時スタート、リレー、団体競技のドローは、該当競技に先立つ監督会議で行うことができる。

　競技ジュリーが再レースや競技の延期を決定し、ドロー結果が有効とされる24時間以外に実施する場合、新たにドローを行わなければならない。

1.6.3
ドローの場所

　ドローは監督会議の行われるときにその場所で行わなければならず、すべての監督によく見えるようにしなければならないが、TDはドローを監督会議の外で行うよう指示することができる。監督会議の外でドローが行われる場合には、最低２名の競技ジュリーが監督しなければならない。

1.6.3.1
通常のドローグループ決定

　エントリー提出時、監督は、各ドローグループに対し１名の競技者を割当てる。ドローグループ数より少人数の競技者で構成するグループでは、監督はどのグループに自国の競技者を送るかを決定する（各グループ１名）。チームの競技者数が、ドローするグループ数より多い場合は、監督の判断で１グループに１名余分に競技者を加えることができる。

1.6.4
個人及びスプリント競技の通常のドロー

　スタート順は、監督が決定した４つのドローグループから任意に競技者の氏名を抽選し、さらに各競技者に無作為にスタート番号を抽選して決定する。ドローは各グループで別々に、グループ１，グループ２、グループ３、グループ４と連続して行う。競技者には連続した番号が割り当てられるため、スタート番号がないということは許されない。

　個人またはスプリント競技のドローが60名以下の場合、ドローは３グループで行われる。40名以下の場合、ドローは２グループというように、同様に４つのグループに分ける。現行のBWCトータルスコア標準に基づいた上位15位以内の競技者を有するチームの監督は、規則に関係なく、該当選手をどのグループに入れることも許される。

1.6.4.1
スプリント競技のグループスタートのドロー

　OWG、WCH、JWCH、CCHおよびＢＷＣを除く国際競技大会では、スプリント競技のスタートは個人スタートまたはグループスタートで行うことができる。グループスタートを行う場合、ドローするグループをスタートグループに細分する。スタートグループに含まれる競技者数は、競技施設や競技者の合計数によって決定する。そのほかの場合は、ドローは個人スタートの場合と同じとする。

　グループスタートでは、ドローで決定した番号が競技者のスタートポジションを決定する。

1.6.4.2
スタートナンバー及びスタート時間－パシュートスタート

　パシュート競技ではドローは行なわない。競技者のスタート番号とスタート時間は、予選の結果で決定するが、この予選は個人・スプリントおよび同時スタート競技であってもよい。EBは各種目の予選がどの競技に当たるのかを指示しなければならない。

パシュート競技に参加する競技者は、予選１位が１番の番号をつけて最初にスタート、２位が２番の番号をつけて２番目にスタートというように、予選通過順位と同じ順番でスタートする。

　スタートリストにはパシュート競技のスタート時刻を記載し、予選で１位となった競技者は、スタートタイム０でスタートする。

　パシュート競技の予選２位以下の競技者については、予選でスプリントまたは同時スタート競技を行った場合は１位とのフィニッシュタイムの差だけ遅れて、また、個人競技の競技の場合は１位とのタイム差の半分だけ遅れて、それぞれ少数以下１位を四捨五入したタイムをスタートタイムとする。スタートリストについては前述したとおりで、各競技者のスタートレーンを明記しなければならない。

1.6.4.3
同時スタートにおけるスタート番号のドロー及びスタートトレイルの割当

　同時スタート競技のスタート番号とスタートトレイルは、リレーと同様に競技者全員のドローを無作為に１度行なって決定する。

1.6.5
リレー競技のドロー

1.6.5.1
リレー競技のドローを行なう目的

　リレー競技のドローによりスタート番号を決定する。このスタート番号はチームのスタートトレイル番号および射撃レーン番号と同じである。

1.6.5.2
リレー競技のドロー方法

　リレー競技では、以前の結果（ドロー結果？）により、各チームの第１走者が同時スタートのどの列からスタートするかを決定する。スタート番号は連続した数字で、全参加チーム数と同数まで続く。ドローは以下のように行うものとする。

a.　参加チーム数が最前列のトレイル数より少なかった場合、スタート番号を決定するためのドローを１回のみ行う。

b.　2列以上の列でスタートする必要がある場合、最前列からスタートするチームのスタート番号を決定するためのドローを行い、その後そのドローとは別に各列からのスタート権利に対してドローを行う。

1.6.5.3
　リレーのスタートトレイル配置


　スタートナンバーは、スタートの方向に向かって左から右にふる。

　左端のトレイルが１番となり、右端のトレイルが最前列の最も数字の大きいトレイルとなる。２列目では最も数字の小さいトレイルが１番の後、続く番号が２番の後…というように配置する。

1.6.5.4
　OWG、WCHおよびBWC大会におけるリレーチームのスタート列の選考最前列、またそれに続く列からスタートすることになったリレーチームは、前年のBWCナショナルカップの結果におけるランキング順に並べられる。各列からスタートするチーム数は、その競技場で使用できるスタートトレイルの本数によるが、8本未満までとする。JWCHでは、最前列のスタートトレイルへの配置は最前列で使用できるトレイルの本数に応じて、前年のJWCHリレーで上位の成績を収めた国間で無作為のドローを用いて決定する。その他のJWCHチームは、無作為ドローを１回行って２列目以降の配置を決定する。

　最前列でスタートする権利がありながらエントリーしなかったチームについては、同様の基準に基づいてその下のチームを繰り上げて、最前列の配置についてのドローを行うことができる。２列目、３列目、また必要であればそれ以降の列についても同様の手順を取ること。

1.6.5.5
　追加のリレーチーム

　OWG、WCH、JWCH、BWCでは、追加のリレーチームのエントリーは認めない。その他の大会では、追加のリレーチームを認める：追加チームは、公式チームの後方の列からスタートし、公式には入賞の対象にはならない。追加チームは2か国以上からの競技者でメンバーを構成しなければならない。

1.6.6
　団体競技のスタート順及びドロー


　団体競技のスタート順は、１回の任意ドローによって決定する。

1.7
監督会議

1.7.1
一　般

　各バイアスロン種目では、ドローを実施し競技種目や大会情報を提供しジュリーを選出するため、監督会議を開催しなければならない。第１回会議は、上訴審判と競技ジュリーを選出するために、公式トレーニング開始前日までには行なわなければならない。大会のその他の会議の開催日時は、ドローを行なうのに適切なタイミングで行わなければならない。


競技係長が監督会議の議長を務める。

1.7.2
監督会議への参加


以下の役員が監督会議に出席しなければならない。


－
公式なIBU、EBの代表者


－
TD及びIR


－
全競技ジュリー及び上訴審判員


－
参加チームから、最低でも１名の代表者


－
競技係長

－
射撃場係長、コース係長、計時係長、会場係長、競技セクレタリー、またはその代理者


－
必要であれば会議支援スタッフ及び通訳

1.7.3
監督会議議題


監督会議の議題には、以下のことがらが適切に含まれなければならない。


－
開会宣言


－
各国（またはチーム）出席確認


－
上訴審判及び競技ジュリーの選出（初回会議のみ）


－
ドロー


－
次回競技会に関する技術上の説明


－
TDからのコメント


－
天気予報


－
その他


－
閉会宣言

1.7.4
会議の最後に、各チームにスタートリストとスタート番号を配布する。

1.8
競技者以外の人に対する禁止事項及び罰則

1.8.1
一　般

　不公平な助力や、競技中の競技者に対する規則で許可されていない助力は禁止する。

1.8.2
具体的な禁止事項

1.8.2.1
射撃場

　射撃場及びその左右それぞれ10m以内のエリアでは、他の人が競技者に、いかなる音声的・視覚的な情報・助言・無線やそのほかの伝達手段による情報を与ることを禁止する。この内容には、観客の一般的な喝采や失望の声などは含まれない。

　射撃場のエリアは、その左右それぞれ10mを含み、はっきりと見えるように表示しなければならない。

1.8.2.2
コース

　ペースメーカー：競技者の前、横、後を走行することは禁止する。競技者に情報を提供したり、給水するために、スキーを装着していない人の併走は50mまでは許可する。競技者の推進を助けたり、他の競技者を妨害するように競技者に接触するのは禁止する。スキーの滑走動作の交換を手伝うのは、競技中は禁止されている。

　射撃場の前後100mのエリアでは、中継地とフィニッシュ前100mでは、競技者との併走は禁止されている。

1.8.3
処　罰

　競技開始前に公式アナウンサーは、観客やその他の人に上記規則を周知徹底し、違反があった場合には、組織委員会が観客を競技会場から退場させることがある旨を警告しなければならない。

２．
組織委員会及びその任命

2.1
一般的組織と任命

バイアスロン大会・競技の準備・運営・管理において、以下の組織を設立し、役員を任命しなければならない。


－
組織委員会


－
競技ジュリー、男子及び女子


－
TD及びIR


－
上訴審判

2.2
組織委員会

　大会規則に従って、組織委員会には大会や競技会を開催する権利が与えられる。組織委員会は、この規則や適切な大会規則、また大会開催のためのあらゆる視点から作成した「組織委員会のためのガイド」に示された指示に従って、大会の準備・運営を行なう。IBU大会・競技会開催の承認に関しては、大会・競技会施設の、有効なIBU会場ライセンスを獲得していなければならない。

2.2.1
情報紙及び招待状

　IBU大会の組織委員会は大会規則の規定に従って、決められた日までに、全ての各国IBU加盟団体に情報紙及び／または大会招待状を送付しなければならない。招待状や情報紙に必要な内容は、「組織委員会のためのガイド」に記載している。

2.3
競技ジュリー

2.3.1
一般

　競技ジュリーは、バイアスロン競技大会に関連する全ての事項における権威としての役割をもち、他のIBU機関の管轄下に入らないように特別に定めている。競技ジュリーはこの規則の権威の下、任命され業務を行なうこととする。（IBUのみ：競技ジュリーは男女の競技別に任命する）

　競技ジュリーは大会、競技、一連の調整事項に関する決定を行い、競技が公正に、規則に従って運営されていることを保証するための調整を行なう。競技ジュリーは、TDやIR、競技役員、競技ジュリーメンバーから報告された規則違反についての罰則を科すが、罰則や懲戒に関しては競技ジュリーが独自で対策を講じることができる。また競技ジュリーは、時間調整やこの規則またはIBUが発行した規則が規定していない事項についても決定することができる。競技ジュリーは、すべての抗議に対して状況の再調査と決定を行なう。


競技ジュリーの手順については、IBU規律規則により決定する。

2.3.1.1
選出時期

　最初の公式トレーニングの前日までには、大会の競技ジュリーを選出しなければならない。競技ジュリーは大会を通じて権限を有するが、緊急を要する理由がある場合には選挙により、選出したメンバーを変更することもできる。

2.3.1.2
議長


競技ジュリーの議長を務めるのはTDとする。

2.3.2
競技ジュリーの構成

　OWG、PWG、WCH、JWCHおよびBWC大会では、競技ジュリーは以下の５名のメンバーで構成する：


a.IBU TD－議長


b.OWGの第２IBU TD


c.競技係長


d.各チーム監督より選出された２名以上の監督代表

IPC
－IBU TD－議長


－IPCバイアスロンTD－副議長


－競技係長


－コース係長


－その他IPCノルディックSAECが任命した２名のメンバー

競技日においては、TD、競技係長、コース係長、その他の２名で競技ジュリーを構成する。
2.3.2.1
　OWG、PWG、WCH、JWCH、BWCでは、競技ジュリーメンバーは１か国から１名のみとする。

2.3.2.2
　その他の国際大会では、競技ジュリーの構成については組織者と参加連盟またはクラブの監督の合意を得なければならない。

2.3.3
競技ジュリーメンバーの選出

　競技ジュリーの選出は、監督会議中にTDが行なう。選出が必要な競技ジュリー人数と、立候補者数が同数の場合、投票は必要なく会場の拍手で決定する。立候補者数が選出必要な競技ジュリーの人数より多かった場合、監督による投票で決定する。各国とも１票の投票とし、得票数が過半数に達した人物を競技ジュリーに選出する。どの候補者も過半数に達しない場合には、最少得票者を候補者から外し、残りの候補者が過半数を獲得し、競技ジュリーに選出されるまで投票を繰り返す。

2.3.4
競技ジュリー会議及び決定

　競技ジュリーは会議が必要なときはどのような場合でも、競技ジュリー議長の指示に従ってできるだけ早く集合し、競技の暫定結果発表後15分間は競技ジュリーの業務に備えて待機しておかなければならない。会議の具体的な時間は、この規則の附録Ｂに記載する。

　競技ジュリーの決定は、通常全メンバーの出席の下行われる。しかし例外として、３名以上のメンバーが出席していれば、決議を可決する権利を有する。競技ジュリー議長は、得票数が同数の場合にのみ投票し、各メンバーの投票により多数決で決定する。

2.3.5
競技ジュリーの業務


競技ジュリーの業務詳細については、この規則の附録Ｂを参照のこと。

2.3.6
競技ジュリーの決定に対する抗議

　競技ジュリーの決定に対する抗議は行ってもよい。抗議は、IBU規律規則に従ってその大会の上訴審判に対して行わなければならない。

2.4
技術代表

2.4.1
一般規定

　TDはIBU EBまたはIPCノルディックSAECの承認により、IBU TCが任命し、IBU／IPCの公式な代表となる。TDは大会が、IBU／IPCの規則に従って準備・運営が行われていることを保証する責任をもつ。また、TDは組織委員会の顧問や助言者としての役割も担う。組織委員会は、この規則に従ってTDが発行する指示に従わなければならない。

2.4.2
TDの選出

   TDはOWG、PWG、WCH、JWCH、BWCでは決定直後に、BWCでは大会２年前に、IBU TCまたは、OWGやIBU、IPCノルディックSAECのTDグループから選出することとし、メンバーには開催国の人を含んではならない。OWGとOWGについては、２名OWG、PWGについては、２名のTDと１名のアシスタントTDを任命する。その他の全ての大会においては、１名のTDを任命する。BCC大会のTDは、組織委員会が開催国から推薦し、TCが任命しなければならない。こういった大会で任命されたTDは、IBU／IPCのTDライセンスを持っていなければならない。

2.4.2.1
　 TDは、競技ジュリーや、自分が任命された各種目のジュリーの議長を務めなければならない。OWGでは、アシスタントTDは男女競技の双方における抗議ジュリーでなければならない。

2.4.2.2
　 EBから任命された公式のIBU代表が大会に出席しなかった場合、TDがその職務を果たさなければならない。

2.4.2.3
TDの職務権限は、任命された大会でのみ有効である。

2.4.3
組織委員会との連絡及び会場の視察

　TDは任命直後に、組織者との連絡を取らなければならない。また、必要な会場視察を行い、組織者との会議を行わなければならない。TDの競技会場の視察や会議については、IBU TD／IPCノルディックSAECの許可を受けなければならない。

2.4.4
TDの仕事と義務

　TDは大会前十分な余裕をもって大会会場に到着し、大会前・中・後を通じて、この規則や状況を満たすあらゆる必要な職務を果たさなければならない。大会終了時には、TDは大会がどのように運営されたかに対する反省会を行わなければならず、組織委員会のすべての係長はこの反省会に出席しなければならない。TDは大会中IRおよびIRの福利の監督に責任を持たなければならない。

2.4.4.1
仕事と義務の詳細


  TDの詳細な仕事と義務については、この規則の付録Bを参照のこと。

2.4.5
TDの経費

　IBU／IPC大会や競技会の組織委員会は、TDが業務を行う期間にかかる旅費・宿泊費・食費、またその時点で有効なFIS規則で規定されている日常的な費用を負担しなければならない。

2.5
国際審判 (IR)

2.5.1
一般規則

　IRはIBUのTCに任命され、IBU大会の審判を務める。IRは競技委員会と協力して彼らの責任の範囲で正しく業務が行われていることを確認する責任を負う。IRは職務において競技役員に指示を出し、助言を行い、補助を行わなければならない。大会中IRはTDの下で業務を行い、職務内容をTDに報告しTDの指示に従わなければならない。

2.5.2
IRの選定

　OWG、WCH、JWCH、BWCおよびCCH大会のIRは、資格のある審判要員の中からTCが任命する。BCCのIRは組織者が任命する。こういったIRとしてのライセンスをもつ審判員だけが競技会でIRとして活動し、IBUのIR資格やトレーニングプログラムに参加することができる。他国でIRとして活動するためには、最低４年間有効なIRライセンスを持っていなければならないが、TCが承認すれば例外も認める。

　OWG、WCH、JWCHでは、すべてのIRは開催国以外の国から任命しなければならない。BWC大会では、用具検査のIRは開催国以外の国から任命しなければならないが、その他のIRは開催国から任命してもよい。CCHやBCCでは、すべてのIRが開催国の人間であてもよい。

2.5.2.1
　OWG、WCH、及びシーズン初のBWC大会では、用具検査IRはTC用具小委員会のメンバーでなければならない。

2.5.3
競技におけるIRの職務


  競技大会においてIRの職務域は以下の通りである：


－
スタート／フィニッシュ


－
射撃場


－
コース


－
用具検査場

2.5.4
大会のIRメンバー


  以下人数のIRを各大会で任命する：


－
OWG　
８名


－
WCH
４名


－
JWCH
４名


－
BWC
４名


－
CCH
４名


－
BCC
４名

2.5.5
IRの仕事と任務


  IRの詳細な仕事と義務については、この規則の付録Bを参照のこと。

2.5.6
IRの経費

  大会や競技会の組織委員会は、IRが業務を行う期間にかかる旅費・宿泊費・食費、またその時点で有効なIBU規則で規定されている日常的な費用を負担しなければならない。

3.
競技施設及び調整

3.1
一　般

  競技施設とは、競技場やコースを含むバイアスロン競技・トレーニングを行う場所を指す。競技会場には、スタート／フィニッシュエリア、射撃場、ペナルティ用コース、リレー中継ゾーン、スキーテストエリア、チームワックス室、観客席、必要な組織委員会用ビルや事務所、駐車場を含む。会場は、この規則に従い技術的な面で、すべてのバイアスロン競技のタイプに応じた設備を備えており、観客に見やすく、テレビ放映のための要件を満たしていなければならない。

OWG、WCH、JWCHおよびBWC大会を開催する施設は、該当大会のためにIBUの会場公認を取得していなければならない。

3.1.1
一般要件

　スタート・フィニッシュエリアや射撃場、ペナルティコース、リレー中継ゾーンは平坦な地面であり、観客の大部分が見やすく近い位置に設置しなければならない。こういったエリアやコース上の危険なポイントは、競技者が妨害されたりコースを間違えたり、関係者以外の人が進入しないようにフェンスを設置しておかなければならない。競技を妨害しないように、競技者及び競技役員には必要な活動を行うための十分なスペースを、またチーム役員や新聞記者、カメラマン、観客には適切なスペースを、テレビクルーやトランスミッション装置には十分なスペースを確保しなくてはならない。組織委員会のガイドには、施設レイアウトの例図を掲載する。

3.1.1.1
最長距離

　競技施設は、IBU EB／IPCノルディックSAECの許可がない限り、選手村から30km以内、移動時間30分以内の場所になければならない。

3.1.1.2
競技事務所


　競技事務所または出張所は、競技エリアの近くに設置しなければならない。事務所は公式トレーニング及び競技が行われている間は開いていなければならず、チームと組織委員会の公式の接点とならなければならない。チームは、この事務所を通じてエントリーを行い、また競技や種目についての情報もこの事務所から入手できるようにしておかなければならない。事務所には、各参加チームのメールボックスを設置しなければならない。

3.1.1.3
電子インフォーメーションボード

　OWG、PWG、WCH、JWCH、BWCでは、競技エリア内のTDが指示した位置に、最低８行の電子インフォーメーションボードを設置しなければならない。

3.2
スタートエリア

3.2.1
一　般

　全ての競技のスタートエリアは、平坦に雪をよく押し固め、なめらかに手入れをした、観客に見やすい場所でなければならない。スタートラインは、雪に染み込むように赤い線を進行方向に直角になるように引かなければならない。スタートエリアはフェンスで囲み、競技者や選手団役員、競技役員の通行がしやすいように設定していなければならない。競技者がすぐに競技に移れるように、スタートエリアに隣接してウォームアップエリアを設置し、競技前のウォームアップを行い、ウォームアップ用の衣類を管理できるようにしておかなければならない。ウォームアップエリアには、適切な数のライフルラックを設置しなければならない。

3.2.2
個人、スプリント、団体競技のスタートエリア

　個人、スプリント、団体競技のスタートエリアは、長さ約10～12m、幅約４～６mで、ウォームアップエリアとは、規制の下で行き来できるようなフェンスで仕切られていなければならない。

3.2.3
パシュート競技スタートエリア

　パシュート競技のスタートエリアは、最低３本のスタートレーンがなければならない。実際のスタートレーン数は、同時にスタートする選手が４名いれば４本のスタートレーンを用意する、というように、同時にスタートする選手数によって決定する。スタートラインは、スタートレーンの端を横切らなければならない。スタートレーンの幅は1.5mとし、必要な競技者数に十分な長さがなければならない。レーンはそれぞれ隣接し、フェンスで仕切られるものとする。

　スタートが遅れた競技者がスタートラインを横切れるように、予備の通路やレーンを用意しなければならない。このレーンは、競技タイムと同調したストップウォッチを持ったスタート役員が管理しなければならない。

3.2.3.1
パシュートスタートボード

競技者と役員に見えるように大きくスタートナンバーとスタート時間を印刷したボードを、適切なレーンの前にそれぞれ設置しなければならない。

3.2.4
リレー、スプリント、グループ、同時スタート競技のスタートエリア

　スタートエリアは、全ての競技者が、一般トレイルまで同距離となるように設置しなければならない。スタートでは２本で１組の直線で平行なトレイルとし、各トレイルの中心から中心までの距離が1.5m－２mで、スタートラインからは最低50mの長さがなくてはならない。スタートトレイルの本数は、スペースとの兼ね合いと、出場するリレーチーム数に基づいて、できるだけ少なくなるように決定する。平行なトレイルの終点ははっきりとわかるようにマークしなければならない。

　最初の平行なトレイルのコースの後、さらに50 – 100mの直線的で平坦でなめらかに手入れされており、トレイルがなく、徐々に競技コースに続いていくようなコースを設置しなければならない。

3.2.4.1
スタートトレイルナンバーボード－リレー、グループ、同時スタート競技

　スタートトレイルには、トレイル番号が表示されていなければならない。この番号は、競技に出場するチームの番号と同じでなければならない。ナンバーボードは、各トレイルの左側に表示し、前後両面に番号を表記していなければならない。ボード上の番号は高さ20cm以上に設置し、競技者やTVからよく見えるようにしなければならない。

3.2.5
コース情報ボード

　コースマップ図を示したボードをスタート地点に設置しなければならない。スタートラインでは、競技における一連のトレイルの色を示すボードを設置しなければならない。

3.2.6
スタート用時計

　個人、スプリント、パシュート、団体競技のスタートでは、スタートラインから見えやすいようにスタート用の時計を設置しなければならない。時計のディスプレイ及び音声シグナルは、個人、スプリント、団体競技と同調していなければならない。同様に、スタートエリア内または付近に、エリア内の競技者に見えやすいように、正確な時刻を示す時計を設置しなければならない。

3.2.7
スタート用具検査

　スタート地点付近に、スタート用具検査場所を設置しなければならない。用具検査場所は、選手が順序よくスムースに、タイミングよく移動できるような場所、設計でなければならない。検査場所には、テーブルと必要な器材、検査のための用紙を準備しなければならない。

3.3
コース及び関連要素

3.3.01
一　般

　コースは競技で使用するスキートレイルのネットワークである。連続した平坦なコース、登り、下りの部分を含まなければならない。特に長く困難な登り、危険な下り坂、単調な平坦なコース、回避しなければならない坂は許されない。競技者の走行リズムを大きく妨害するため、トレイルの方向を頻繁に変更してはならない。

3.3.02
標高、幅、コース長

　コースのいかなる部分においても、必要な状況においてIBU EB、TCまたはTDが特別に認めた場合以外は、最高標高は1800m以下でなければならない。OWG、PWC、WCH、JWCH、BWC大会では、トレイルの幅は、よく手入れをした雪面上６m以上でなければならないが、困難な登りのように必要と認められる場合は、幅はより広くしなければならない。橋や狭い山道のように、幅の狭い箇所を避けることができない場合には、狭い部分の幅は4m以下、長さ50m以上になってはならない。コースの実際の長さは競技用に明記されたものと比較して5%の差があってはならない。

3.3.03
トレイルの使用

　競技のトレイルは、６m以上の幅がある場合には、競技中数回使用することができる。トレイルが６m以下の場合には、競技中、３回以上使用してはならない。融通を利かせるために、最低２本の別のトレイルループを準備しなければならない。

3.3.04
トラックの設置

　競技状況により必要であれば、IBU/IPCのTDはトラックがトレイルの右または左側に設置されるように支持を行う。必要であれば、下り坂の部分では、TDの指示にしたがってトラックを作成しなければならない。トラックは、競技者が危険であったり妨害されたりするような方法・場所に設置してはならない。トラックの幅・深さは、通常タイプのブーツやビンディングがトラックの両側に接触しないように設置しなくてはならない。

3.3.05
安全

　競技者には、過度に事故を起こす危険性のないように、下り坂をフルスピードで滑降することを許可しなければならない。危険性を査定する場合には、特にスピードの出る状況を考慮に入れなくてはならない。

3.3.06
雪の手入れ

　トレイルは、できるだけ平坦で、堅く押し固め、なめらかに手入れしていなければならない。またトレイルを人工的に凍らせてはならない。下り坂のカーブ地点では、必要に応じ横傾斜をつけなければならない。切り株や木の枝、石や土といったあらゆる種類の妨害や障害物をトレイル上から除去しなければならない。競技者の邪魔になったり危険を及ぼしたりしないように、張り出したり、トレイル上にはみ出たりしている枝は剪定しておかなければならない。

3.3.07
標　識

　競技者がトレイルの方向を間違いなく即座に理解できるように、トレイルには標識をつけ、明確に示さなければならない。下りや、その他の危険な個所において特にこの点に留意し、明確な標識を設置しなければならない。フィニッシュラインの100m手前には、「Finish – 100m」の標識を設置しなければならない。

3.3.07.1
コースカラー

　連続するトレイルは一貫して、色の付いた標識をスキーの方向に対して右側に設置する。第１トレイルは赤、第２は緑、第３は黄、第４は青、第５は茶とする。トレイルを２回以上使用する場合は、色は左から右へ、または上から下へ並べなければならない。分岐点では、トレイルカラーで明確な標識を設置しなければならない。競技中、トレイルが一本しか使用されない場合には、赤を使用しなければならない。

3.3.08
フェンス

　競技に使用しないすべてのトレイルは、フェンスを張るか、バリケードを築くかしておかなければならない。競技者が間違ったトレイルに進入しないように、隣接する使用しないトレイルは、フェンスを張って区切っておかなければならない。

3.3.09
前走者

　競技スタートの直前、最初の競技者がスタートする前に、少なくとも10名の前走者が全コースを走行しなければならない。この前走者は競技には含まれない。コース上では前走者は、すべてが整っているか確認し必要であれば標識を直す。

3.3.10
競技によるコース詳細

　以下の表１は、各競技のコースに必要な技術的な詳細について述べる（表１は実際に記載なし）。

3.3.11
リレー中継ゾーン

　リレー競技では、の明確に表示した中継ゾーンを設置しなければならない。この中継地点は長さ30m、幅８mで、ゾーンに向かう競技者がスピードをコントロールして到着できるような直線コースの端なければならない。ゾーン前50mでは、最低８mの幅がなくてはならない。中継ゾーンの始まりは計時ラインとする。ゾーンの両端は雪に染み込む素材で赤く表示し、ゾーンのはじまりの地点には「中継」の標識を設置しなければならない。ゾーンの両側にはフェンスを設置し、スタートする競技者のために管理された入り口を一箇所のみ設置すること。

3.3.11.1
　中継ゾーンの前方最低50mは直線でなければならない。中継ゾーンには、ゾーンに向かう競技者と、ゾーンから出ていく競技者、及び中継ゾーンの管理を担当する役員のみが進入できるものとする。


  中継ゾーンの100m手前には、「100m」の標識を設置しなければならな

        い。

3.3.12
ペナルティループ

　スプリント、パシュート、同時スタート、リレー、団体競技では、ペナルティループは射撃場の直後に設置しなければならない。ループは、境界線の内側にそって計測した場合、幅５m、長さ150m（±５m）の楕円形でなければならない。

3.3.12.1
　ペナルティループは平坦な地点に設置しなければならない。この場合、競技者がペナルティループを走行しなければならなくなった場合、コースとペナルティループの間に追加の距離が生じないようにしなければならない。

3.3.13
団体競技での待機場所

　団体競技では、１名の競技者が射撃を行っている間射撃を行わない他の２名の競技者のために、ペナルティループの終了地点の直後トレイルに隣接するように囲いをつけ、明確にマークした待機場所を設置しなければならない。この待機場所は幅２m、長さ２mで前方は塗料で線を引き、両側と後部には塗料で線を引くかフェンスを設置するかして明確にマークし、このエリアの先に進むためのすべてのトレイルに対して同距離でなければならない。

3.3.14
スキーテストエリア

　OWG、PWG、WCH、JWCH、BWC大会では、競技場内または競技場付近の若干坂になっている地形の場所に、すべての参加チームに十分な広さのスキー滑走テストエリアを設置しなければならない。滑走テスト用の下り坂は20～30度で25～30mでなければならない。テストエリアは競技用トレイルと同様に準備し、手入れをしておかなければならない。テストエリアでは掲示板を設置し、コース上の最高地点と最低地点での最新の気温と雪温を第１走者スタートの３時間、２時間、１時間前、および競技開始後最終走者のスタートまで30分おきに表示しなければならない。

3.3.15
ウォームアップ用トレイル

　競技場に近接し、チームワックス室に行きやすい場所に、競技者のウォームアップ用トレイルを設置しなければならない。このトレイルは全長約1000mで、競技用トレイルと同様に準備しなければならない。

3.4
射撃場

　　　　実例は、IPCノルディックスポーツ委員会(SAEC)を通じて参照のこと。

3.4.1
一　般

　射撃場とは、バイアスロン競技中に射撃が行われる場所をさす。射撃場は競技場の中央部にあり、射座は多数の観客から見えやすい位置になければならない。射撃場は水平で平坦であり、両側と標的の後方には適切な安全柵を設置しなければならない。射撃場の位置や形状は、トレイルや競技場及び周辺エリアの安全性を厳密に考慮して設置しなければならない。射撃の方向は、競技中の採光状況をよくするために通常は北向きでなければならない。

射撃場は「ポールホールティングゾーン（ストックを持っていてもよいゾーン）」とする（B1のみ）。

3.4.1.1
射撃場はすべての地方条例に違反しないことを確認しなければならない。

3.4.2
仕様及び形状

3.4.2.1
射撃距離


  射座の前方の端から標的の線までの距離は10m（±1m）でなければなら

        ない。

3.4.2.1
　標的からの射撃距離は、以下それぞれ10m（±100mm）でなければなら
ない。


a)Ｂクラスではライフルの支えの前面まで


b)LWクラスではライフルの前面まで

3.4.2.2
伏射及び立射

　射撃方向に向かって、射撃場の右半分で伏射、左半分で立射とする。（射撃を行なう）位置については、表示板で競技者に明確に表示しておかなければならない。競技者がすべてのレーンで伏射と立射を行うパシュート、同時スタート、リレー競技では、左右の割当については例外的な扱いとする。

　　　　すべてのIPCバイアスロン種目では、伏射とする。

3.4.2.3
入退場

  トレーニング及び競技中には、射撃場へは左から入り、右から出るものとする。

3.4.2.4
雪面水準

　射座の雪面と標的が立っている地点の雪面とはできるだけ同じ高度になるようにしなければならない。発射場所や標的の立っている地点の雪面の高度は、雪面と標的を結んだ地点よりの最低30cm、雪の状況によって必要であれば30cm以上高くしなければならない。

3.4.2.5
射撃場の外形

　射撃場の後方、射座の発射線の前端から12～15mの位置に、射撃場の横幅いっぱいにフェンスで仕切ったエリアを設けなければならない。このエリアは競技者、役員、ジュリーがいるための場所である。しかしTDが認めた場合それ以外の人間、たとえばテレビ関係者などがいてもよい。このエリアの真後ろに、各チーム３名のスタッフ用に、最低2mの幅を持つフェンスで仕切った別のエリアを設ける。チームスタッフが標的や射座を見やすいように、このエリアを設置しなければならない。

選手が射撃を行なっている間Bクラスのガイドが待機している場所は、緑色の線で標識をつけておく。

3.4.3
射　座

　射座とは、競技者が発射するために伏したり立ったりする射撃場の後部のエリアを指す。射座は完全に雪で覆われ、堅く押し固められ、平坦で、なめらかに手入れしており、凍っていない状態であり、競技者が競技中に使用するすべてのエリアは平坦でなければならない。

　　　　LWクラスの選手の射撃位置は、上りで1:15の斜度をつけること。

3.4.3.1
射撃レーン

　射座は射撃レーンに分けられ、それぞれのレーンで１名の競技者が射撃を行なう。各射撃レーンは幅2.5m以上3m以下でなければならない。レーンの幅を示すため、射座の前端から後方1.5mの位置まで、雪面と同じ高さになるように雪に赤い板状のものを刺して、射座の両側をマークして表示しなければならない。各レーンの両側は、射座から標的まで、レーンを明確に表し、射撃の妨害にならないような旗か標識柱や同様のものでマークしなければならない。レーンの左右外側の端から隣接するbermの開始点までの距離は、3mとしなければならない。この距離は射座から標的まで、ずっと同じでなければならない。

3.4.3.2
射撃用マット

　伏射および立射も、各射座の射撃レーンの全部に射撃用マットを置かなければならない。マットは150cm×150cmで、１～２cmの厚さがあり、表面はざらざらしているか滑りにくい素材の合成繊維または天然繊維のものでなければならない。

3.4.4
標　的

　バイアスロンのトレーニング及び競技には、主に２種類の標的、つまり金属製のものと紙製のものが使用される。競技には金属製の標的のみを使用し、紙製の標的は、ライフルの照準合わせにのみ用いる。トレーニングには、金属製、紙製両方の標準を用いることができる。

　IBUバイアスロン競技大会では、IBU用具カタログ（付録A）に適合する標準のみを使用する。OWG、WCH、JWCH、BWC大会では、最低27の射撃レーンと標的がなければならない。OWGならびにWCHで使用される標的は、遠隔リセット操作ができるものでなければならない（ロープは使用しないこと）。

3.4.4
　PWGおよびIPC WCH大会では、ＢクラスならびにLWクラス用に各10本の射撃レーンを用意しなければならない。

3.4.4.1
同一の競技大会では、同種の標的を使用しなければならない。

3.4.4.2
標的の整備


  標的は、メーカーの指示に従い、よく整備し調整しておかなければなら

        ない。

3.4.4.3
標的の配置

　標的は射座の前端に平行で、水平な直線上に設置しなければならない。またあらゆる方向に対して水平でなければならない。レーン幅の中心が標的の中心点の延長線上となるように、標的を設置しなければならない。標的は射撃レーンの正確な角度線から2%以上横にずれてはならないものとする。標的の黒点は射座の表面より80～100cm高くなるようにしなければならない。

3.4.4.4
標的の背面

　　　　 標的の背面は、標的の下端から上端の1m上部まで白色でなければならな

        い。


標的を背後から固定する板は、以下のようでなければならない：


－Ｂクラスでは完全に黒色


－LWクラスでは完全に白色

3.4.4.5
　LWクラスは機械式の標的を射撃するものとする。黒点は直径25mmとする。標的は白板上に５個配置し、地上43cm(±5cm)の高さに配置する。

3.4.4.6

 Ｂクラスは直径30mmの標的に射撃し、黒点に命中した場合は以下のように表示する：



１）点灯する（役員、ガイド、トレーナー、観客のため）。



２）競技者のイヤフォンに音を流す。

3.4.4.7
　射撃上の問題や違反があった場合、Ｂクラスに対してジュリーは、適切な直径の型を抜いたテンプレートを用いて、命中かどうかを決定しなければならない。この場合、標的上における最大数の命中を数えられるように、テンプレートを設置しなければならない。

3.4.5
ナンバリング及び標識

　射撃点や対応する標的は、同じ番号を表示しなければならない。この番号は、右から順に１番から始まる見やすいものでなければならない。PWGおよびWCH大会では、射座の前端の射撃レーンの左右に番号を表示しなければならない。射座の番号は、射撃を行う競技者のテレビ撮影を妨害しないように設置しなければならず、高さは20cm以上30cm以下で、幅は3cm以上でなければならない。標的の番号は高さ40cm以下、線の太さは4cmとし、標的の真上に表示しなければならない。

3.4.5.1
出入り口の境界

　射撃レーンの左右の外側10mの位置に、射撃場への入り口および出口を明確にマークしておかなければならない。このマークは、射撃場の情報禁止ゾーンの外側の両端を示し、団体競技では入り口のマークによって、チームがひとかたまりにまとまって通過しなければならない地点を示す。

3.4.6
風力旗

　競技及び公式トレーニングでは、射座から5mの位置に、３レーンおきに風力旗を設置しなければならない。旗の先端が標的の下端と同じ高さになるように設置し、標的を直視する上で妨害になってはならない。

3.4.7
リレーのカップ
　リレー競技では、各チームに標的が設置される。各射座には２台の支柱を設置し、１台は伏射のため地面から10cmの位置に、もう１台は立射のため地上1mの位置に設置しなければならない。コンテナーの底部は丸型で、予備の部品を速やかに取り出せるようにしなくてはならない。

3.4.8
ライフルラック

　射撃場の適切な位置に、競技またはトレーニング中参加チームが私的に使用するライフルのラックを設置しなければならない。

LWクラスの選手を対象-組織委員会が提供したライフルを保管する特別なライフルラックは、各射撃レーンに配置する。

3.4.9
射撃場のビデオカメラ

　PWGおよびWCH競技大会では、射撃場での全競技者のあらゆる動作を完全に記録できるような位置にビデオカメラ1台を設置しなければならない。

3.4.10
 Ｂクラスが使用するいかなる音声増幅装置も、射撃場で用いることは許されない。

3.5
フィニッシュエリア

3.5.1
一　般

　競技トレイルのフィニッシュラインからフィニッシュ地点の用具検査場所までのエリアをフィニッシュエリアとする。フィニッシュエリアは長さ20m以上、幅8m以上なければならない。フィニッシュラインの手前50mは直線で、8mの幅がなければならない。役員およびフィニッシュする競技者のみがフィニッシュエリアに立ち入ることを許可される。フィニッシュエリアでは、フィニッシュラインの直後10mは、競技者が広告目的でライフルやスキーの表示を行うことを許可しない旨を示すために、明確にマークしておかなければならない。

3.5.1.1
　フィニッシュラインは、競技者が向かってくるトレイルに対して垂直に、雪に染み込む赤い線でマークしなければならない。

3.5.2
フィニッシュ用具検査

　競技を終了した競技者が問題なく用具検査場所に移動できるような場所に、フィニッシュ用具検査を設けなければならない。これは特にリレーの際に特に重要となり、競技を終了した競技者が、中継ゾーンから出ていく競技者を妨害しないようにしなければならない。フィニッシュエリアのフェンスは、競技者がフィニッシュ用具検査を避けて通れないように場所を決定し、設置しなければならない。

3.5.3.　
メディア用エリア

　フィニッシュエリアに隣接して、テレビや雑誌・写真関係者が競技後の競技者の近くでインタビューを行ったり撮影したりできるように、フェンスで区切られたエリア（ミックスゾーン）を設置しなければならない。

3.5.4
給水所

　フィニッシュエリアの後、TDが合意した場所に飲料やティッシュペーパー、その他競技後の競技者に必要な物品を提供するための給水場所を設置しなければならない。

　支給するいかなる消耗品も、許可を受けていない無関係の代用品を使用することを認めない。

3.6
チームのワックス用暖房控室

　競技エリアの中かごく近い場所に、各チームが用具を保管し、スキーにワックスがけし、暖かくしていられるような、十分な数の小屋か建物、または高品質の仮設小屋（テントを含む）を設置しなければならない。小屋には換気装置、照明、電源を整備し、最低20℃の気温で保温しなければならない。各チームが独自の小屋を持てるようにしなければならないが、作業スペースや安全上の問題が解決できるのであれば、各小屋を２チーム以上が一緒に使用することも認める。可能であれば、競技者がワックスの蒸発気を吸い込まないように、各チームに２部屋を割当てる。

　小屋には鍵を設置し、各チームにはその鍵を渡さなければならない。入り口に鍵をかけられない場合には、組織委員会が小屋の保安を行わなければならない。小屋から適切な距離のところに、チーム用の駐車スペースを設けなければならない。


　小屋の付近には、公式アナウンス用のスピーカーを設置しなければなら

       ない。

４．
競技用具及び服装

4.1
一般規則

　チームの競技用具及び服装とは、競技者が競技中に使用する広告を含むあらゆる用具や装具、衣服を指す。競技用具及び服装の定義や仕様は、IBU用具カタログに準拠する。(附録 A)

4.2
用具及び衣服の検査

4.2.1
一般

　競技者の用具や衣服は、競技のスタート地点及びフィニッシュ地点で検査を行なう。加えて問題が発生しないように、競技に先立ち事前検査を行う。

4.2.2
スタート時の用具検査検査

　競技者は、予定されているスタート時間の15分前までに、スキーとライフルの検査・マークと、衣服の検査のためにスタート用具検査エリアで報告を行わなければならない。IBUの規則に合致しない用具や衣服の競技者には、違反箇所を改善するまでスタート用具検査エリアを通過する許可を与えない。

　いったんスタート用具検査で検査を受け、マークされた器具やライフル、衣服は、この規則やIBU用具カタログで禁止されているどのような状態にも変更を行ってはならない。

4.2.2.1
スタート用具検査の詳細


以下の検査が行われる：


a.競技者はスタートナンバーを着用しなければならない。

b.ライフルは、実弾が薬室や弾倉に入っていないかどうか、安全確認を行なわなければならない。

c.ライフルの重量、引き金の抵抗、寸法、形状やロゴマークが規則に合致しているか検査する。


d.スキーとストックが規則に合致しているか検査し、マークする。

e.衣服やその他の器具が、ロゴマークを含んで規則に合致しているか検査す

　る。

f.射撃場のライフルラックに設置する前に、各チーム２台までのチーム用ライフルを検査し、マークする。


g.Ｂ１クラスのサングラスを検査する。

4.2.2.2
マーキング

　競技中に、認められない用具の変更が行われないように、競技者のスタート番号と割当てられた色によって、用具のマーキングを行う。スキーとライフルの両方をマーキングする。個人・スプリント・パシュート・同時スタートと団体競技では、スキーをマーキングするときに１色を使用する。マーキングの色はその大会独自のものとし、色を塗るかステッカーを貼るものとする。リレー競技では、スキーはチーム内で一連のスタート番号と色に従ってマーキングする。

4.2.2.2
　自分のライフルを使用している競技者は、公式練習および競技前、照準合わせを行う際にライフルの検査を受け、マークしてもらうこと。検査を受けないライフルは、使用を認めない。
4.2.2.3
スタートの遅延

　用具検査エリアでの報告が遅れたり、衣服や用具を規則に合うように直したりしてスタート時間に遅れた場合、競技者の責任とする。

　組織者は検査時間を正しく守り、時間通りに報告に来た競技者がスタート時間に遅れることのないように、十分な数のスタッフを準備しなければならない。全ての競技者が時間的な問題に巻き込まれないように、用具検査は予定された時間より早く開始してもよく、また早い開始を奨励する。

4.2.2.4
スタート前の最終検査

　スタートの１～２分前に、スタート係補助員は以下を確認するために競技者の検査を行わなければならない：


a.競技者がスタートナンバーを着用しているか。


b.スキーやライフルが適切にマーキングされているか。


c.広告に関する規則違反がないか。


d.B1の競技者については、不透明な黒い眼鏡を着用しているか。

4.2.3
フィニッシュでの検査

　フィニッシュ到着後またはリレーの中継後、以下のことを確認するために検査を行わなければならない：

a. ライフルについて、実弾が薬室や弾倉に入っていないか、また、番号はスタート地点での検査と一致しているか。

b.競技者は用具カタログに従ったスキーとストックを持ち、少なくとも１本はマークしたスキーを着用し、マークしたライフルを持っててフィニッシュしたか。

c.ライフルの引き金の抵抗は0.5kg以上あるか（TDの許可があれば、抜き打ち検査を行ってもよい）。


d.広告に関する規則違反がないか。

4.2.4
用具及び服装の事前検査

　OWG、PWG、WCH、JWCH、BWCおよびCCH大会では、組織委員会はTDの諮問の下で、チームが競技で使用する用具や服装が規則に合致しているかどうかを事前検査しなければならない。検査は通常、最低でも最初の競技が始まる２日前までに行わなければならない。
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6.2.5
リレースタート

　リレー競技では、第一走者は決められたトラックに立ち、両足をスタート列をマーキングしたラインの手前に置くか、ラインがマーキングされていない場合にはトラックナンバーの手前に置き、定められたスタート合図とともにラインを越える。続くリレーチームの競技者はスタート順に中継地点に立ち、中継地点に入ってきたチームメンバーからタッチされてからスタートする。

6.2.6
グループスタート

　グループスタートでは、そのグループで最も小さいスタート番号の競技者が第１トラック、その次に小さい番号の競技者が第２トラックというように割り当てる。リレーの同時スタートと同様に立ち、定められた合図とともにスタートする。この手順はグループごとに繰り返す。

6.2.7
同時スタート競技のスタート


　同時スタート競技は、リレーの最初のスタートと同様にしてスタートす

        る。

6.3
スタートの合図

6.3.1
単独またはチームスタート－電子ゲート

　スタートの合図は、スタート用時計の大きなビーという電子音と目に見えるスタート時計のタイムで行なう。スタート係員は競技者に接触してはならない。

6.3.2
単独またはチームスタート－手動計時

　電子スタートゲートがない単独スタートまたはチームスタートでは、スタート係員はスタート10秒前に「Ready（用意）」と言い、５秒前からは大きな声で「five-four-three-two-one（５，４，３，２，１）」とカウントダウンし、正確なスタートタイムと同時に”Go”の号令をかけなければならない。スタートでは、競技者に接触してはならない。

6.3.3
パシュートスタート

　レーン役員が手を振り下ろすことによって、各パシュートスタートのスタート合図とする。

6.3.4
同時スタート及びグループスタート

　グループスタートを用いるリレー及び同時スタート競技およびスプリント競技では、スタート合図はスタートピストルかその他の銃の発射、または旗を用いる。スタート前１分、30秒ならびに10秒は、口頭で注意を与える。

6.3.5
中継地点でのスタート

　リレー競技では、中継地点に入ってきた競技者が中継地点内で、これからスタートする競技者の身体（胴、腕、脚、両手、両足および頭を含む）か、ライフルに手でタッチした時点でリレーの中継が行われる。

6.4  スタート、早期スタート、レイトスタートの時間およびスタートの失敗

6.4.1  電子スタート時間

　単独スタートおよびチームスタートでは、ゲートを通過した時点で電子的に記録された時間がスタート時間となる。この時間は、スタートリストにあるスタート時間の前後３秒の間に競技者がゲートを通過した場合、有効となる。競技者またはチームが予定された時間より３秒以上前にスタートした場合、早期スタートとなる。競技者またはチームが予定された時間より３秒以上遅れた場合にはレイトスタートとなり、タイムは予定されていたスタート時間にスタートしたものとみなされる。

6.4.2　手動スタート時間



 手動計時のみで単独スタートまたはチームスタートが行われる場合、個人またはチームのスタート時間は、すべてスタートリスト通りのスタート時間とする。競技者またはチームがスタートの合図よりも早くスタートした場合、早期スタートとみなされる。競技者やチームのスタートが遅すぎた場合、レイトスタートとみなされる。

6.4.2.1
パシュート競技

　各競技者のスタート時間は、スタートリストのスタート時間とする。早期スタートを行うことは許されない。レイトスタートを行う場合には、遅れた競技者を予備レーンに誘導し、その場所担当の役員が競技者がスタートラインを通過した時間を記録しなければならない。競技者が自分自身またはチームの失敗によって遅れた場合、スタートリストのスタート時間がスタート時間となる。遅れた理由が不可抗力や、チーム外の人の不適切または事故的な行動によるものである場合は、パシュートの成績や順位は役員が記録したタイムから算出されるものとする。

6.4.3
　グループスタートを行うリレー、同時スタート競技、スプリント競技

　　　　スタートタイムは、スタート合図の時間とする。

6.4.4
中継ゾーンのスタート時間

　リレーチームメンバーの中継ゾーンでのスタート時間は、入ってきた競技者が中継ゾーンの開始点にあるタイミングラインを通過して、中継ゾーンに入ってきた時間とする。

6.5
スタート番号

6.5.1
一　般

　OWG、PWG、WCH、JWCH、BWC、CCHおよびBBC大会では、すべての競技者は、前面、背面、両側面にスタート番号を記載したゼッケンを着用しなければならない。LW10-12の競技者も、スレッジの両側面にスタート番号を着用しなければならない。競技者は、競技中指示された位置にスタート番号があることを確認する責任をもつ。競技者が着用しているスタートナンバーと色は、競技スタートリストで指示された競技者のナンバーと色に一致しなければならない。

6.5.1.1
ナンバリング

　OWG、PWG、WCH、JWCH、BWC、およびCCH大会では、各スタートの男子、女子、ジュニア男子、ジュニア女子の一連のスタート番号は１から始まり、最後の番号まで連続していなければならない。

6.5.1.2
スタート番号の色

　スタートナンバーの色は、衣服の地の色に対してはっきりとした対照的な色でなければならない。

6.5.1.3
スタート番号のサイズ

IBU競技で使用するのスタート番号のサイズは、用具カタログに詳細に記されている。

6.5.2
競技ごとのスタート番号の色

6.5.2.1
個人、スプリント、パシュート、同時スタート競技


　全競技者のスタートナンバーは同色でなければならない。

6.5.2.2
リレー競技

チーム内のスタート番号の色は、第１走者が赤、第２走者が緑、第３走者が黄、第４走者が青でなければならない。

6.5.2.3
団体競技

最初の２名の射手は赤と緑のスタート番号を各色１名ずつ着用する。第２射手は黄色と青の番号を各色１名ずつ着用する。

6.6
天　候

6.6.1
気　温

　バイアスロン競技では、競技場内（競技エリアまたはコース）の最も気温の低い地点で、地上1.5mの位置で計測した気温が零下20℃より低い場合にはスタートしてはならない。

6.6.2
寒気　

  気温に関係なく、スタート前及び競技中には寒気を考慮にいれなければならない。非常に寒気が強い場合には、競技ジュリーがIBU医学委員会のメンバーか競技医師の助言を得て、競技をスタートするかまた競技を続行するかどうかを決定する。

７．　スキー規則

7.1　一　般
7.1.1
一般的スキー規則

　競技者は、定められた全距離をマークされたコースに正確に従い、正しい順序で正しい方向に向かってスキーでレースしなければならない。競技者は、スキーとストック、自分自身の筋力以外の推進力を用いてはならない。またあらゆるスキー技術を使用することが認められている。

　すべてのIPCバイアスロン競技では競技中、あらゆるライフルを射撃場に置いておかなければならない。

7.1.1.1
団体競技

　団体競技では、チームメンバーはばらばらにならず一団となって全コースでスキーを使用しなければならない。射撃場への入り口とフィニッシュのいずれのラインについても、最初のメンバーから最後のメンバーまでが15秒以内にラインを通過しなければならない。射撃場に入った後は、射撃を行わない２名のメンバーは射撃場内で立ち止まらずに、待機するためにスキーでチーム待機エリアに行かなければならない。射撃を行わない２名のメンバーは、射撃を行う双方のメンバーが完全に待機エリアを越えるまで、エリアの境界線の外側を超えてははならない。

7.1.1.2
事故の報告

　他の競技者が事故に遭ったことをある競技者が目撃したら、次のチェックポイントで報告しなければならない。

7.1.1.3
途中棄権

　競技者がフィニッシュ前に競技を棄権する場合には、出会った最初の役員にその旨を伝えなければならない。

7.1.2
ライフルの運搬

　ライフルはかついで運搬するが、その際銃身の先端部を上部に向けるようにする.。ライフルが競技中に激しく損傷し、かついで運搬することが不可能な場合射撃場へ手で運び、チームの予備ライフルと速やかに交換する。

7.1.3
トレイルの間違い

　競技者が間違ったトレイルをたどった場合には、間違って走行したトレイルに沿って、間違って曲がった地点まで戻らなければならない。これを行う際に、競技者は正しい走行方向の逆向きに走行しなければならず、責任をもって他の競技者を妨害したり、他の競技者に危険を及ぼしたりしないようにする。時間的に有利にならず他の競技者の妨害とならない限りは、トレイルの間違いに関するペナルティは課さない。

7.1.4
追い越しおよびコースの譲渡

　他の競技者を追い越したり、追い越す意志のある競技者は、「トラック(Track)」と叫ばなければならない。追い越される競技者は、トレイルの幅が追い越しに十分な場合でも最初の「トラック」の叫び声を聞いたら、追い越そうとしている競技者の前方のトラックやトレイルを空けなければならない。

7.1.4.1
チームの追い越し

　この項は、団体競技においてお互いが追い越す場合にも適用される。一団となったチームを他のチームが追い越すことができるのは、⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪
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⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ポイントの5cm前または後ろ）で、ライフルが補助器具に接するようにしなければならない。ライフル補助器具を使用するLW6/8の競技者は、片腕あるいは片手でしかライフルを触ってはならない。

8.4.2
弾倉の使用

　個人、スプリント、パシュート、同時スタート、及びチーム競技の各セットに使用する５発、またはリレー競技の最初の５発の発射では、弾倉を用いて装填してもよい。弾が弾倉から落ちたり発射できなかった場合、新しい弾倉を装填のために使用してはならない。この場合、弾は個別に装填しなければならない。弾倉を紛失した場合は、他の弾倉に取り替えてもよい。

8.5
安全上の規則

8.5.1
一　般

　射撃は公式に認められた時間、射撃場においてのみ認められている。ライフルで人を危険に晒したり、他人に危険であると思われるような動作を行うことは禁止されている。射撃のために射撃場が開いたら、射撃ラインの先に立ち入ることは禁止する。

8.5.2
装填・弾の取り出し
　ライフルには、標的の方向の銃身の装填口からのみ装填、弾の取り出しを行うことができる。ライフルに弾を装填する弾倉を挿入することは、装填手順の一部である。競技者が発射場所から別の場所に移動する際には、まずライフルから弾を取りだし、ライフルを通常の運搬位置に戻さなければならない。

　競技者は弾倉がないライフルを個人的に使用する際、コーチから装填の補助を受けてもよい。ライフルは、競技者が射撃位置にいるときにのみ装填する。

8.5.2.1
射撃場の安全確認

　それぞれの射撃セットが終了したら、ライフルから弾を取りだし、銃身中にも弾倉にも弾がないようにしておかなければならない。しかし最後の弾を発射した後、ライフルの薬室や弾倉に薬莢が残っているのは構わない。

　トレーニングや照準合わせの際、競技者は最後の射撃を行った後射撃場で、銃身を標的の方に向けたままボルトを開け、装着した弾倉を取り除いて安全確認を行わなければならない。

8.5.3
射撃の狙い

　すべての射撃は標的（ペーパーターゲットまたは競技用ターゲット）に向かってのみ、狙いをつけ発射することが許される。標的に向けて発射しない選手は失格となる。

　　　　　

8.5.4
ライフルは持ち運ばないので略

8.5.5
フィニッシュ後の安全

　すべてのIBU競技では、フィニッシュラインの直後に役員が配置の作動装置を開ける。この安全確認が行われない場合は、競技者は自分でそれを行わなければならない。同時に、役員は弾倉から取り出した薬莢についても点検しなければならない。

8.6
不発、弾の紛失、及びライフルの破損

8.6.1
不発及び弾の紛失

　不発や弾の紛失については、競技者が予備の弾を持っていれば交換してもよい。予備の弾を持っていない場合、射撃場役員に手を挙げて「Bullets（弾）」と言うか、自分の国名を叫べば予備の弾をもらうことができる。返答した射撃場役員はそのチームの予備ライフルから、もしくは射撃場の後方にいて弾を競技者に渡すチーム役員から予備の弾を受け取る。

8.6.2
ライフルの破損


　ライフルに修理が必要な場合、競技者はライフルを修理しても、また手伝ってもらってもよいが、これは競技銃器係か射撃場役員からの助力のみに限る。このライフルが使用できる状況にならないときは、チームの予備ライフルと取り替えてもよい。

8.6.2
ライフルの破損


A）組織委員会が準備したライフルの場合

 （組織委員会が準備した）ライフルに修理や取り替えが必要であったためにタイムロスした場合、タイムの調整が行われる。


B）個人のライフルの場合


ライフルの破損（個人のライフル）

  個人のライフルに修理や取り替えが必要であったためにタイムロスした場合には、タイムの調整は行われない。

8.6.2.1
予備ライフル

　競技中に破損したり技術的な理由で故障してしまい、競技を続けるために使用できなくなってしまったライフルは、予備ライフルに交換してもよい。予備ライフルは用具検査所で検査を受けマークされたもので、競技前に射撃場内の定められた予備ライフル置き場に置いておいたものでなければならない。競技者は予備ライフルで競技を続けることができる。

8.6.2.2
ライフル交換の手順

　射撃中であれば、競技者は手を挙げてライフルを取り替える必要があることを示す。

8.6.3
調整時間

　ライフルの修理や私的に使用するライフルの交換による調整の時間や、予備の弾倉や弾をもらうことは許されない。

8.6.4
射撃場役員の返答

　全ての射撃場役員は、予備の弾やライフル交換のために競技者が手を挙げるのを注意して見ていなければならない。射撃場役員は早急に、できるだけ短い時間で弾を与えたりライフルを交換するために素早く動かなければならない。

8.7
標的の間違い及び故⨪
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⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪を課したり、時間調整を行う以外は、各チームの最終走者のフィニッシュ順で決定しなければならない。

　OWG、WCH、BWC大会では、５番目のリレーチームがフィニッシュラインを越えた後、残っているすべてのチームを射撃場の入場ラインで止めて、射撃場の入り口に到着した順位をつけなければならない。ここで止められたチームのタイムと射撃結果については、最終中継地点までのものを含めるものとする。５番目のチームがフィニッシュした時点ですでに射撃場に到着していたチームには、通常通り射撃を行い、フィニッシュすることが認められる。

競技中、先頭の競技者が最終競技者を周回遅れで追い越した場合、追い越された競技者は直ちにリタイヤしなければならない。追い越されたチームはDNF（Do Not Finish）と記録する。

9.2.5
同タイム－同着

　個人競技では２名以上、チーム競技では２チーム以上が同タイムを記録した場合、同タイム（同着）記録とする。

　　　　　パシュート、同時スタート、及びリレー競技では同着は適用しない。

9.2.6
写真判定

　OWG、WCH、JWCH、BWC大会のパシュート、同時スタート、リレー競技では、フィニッシュを記録するために写真判定カメラをフィニッシュラインに設置しなければならない。このカメラはフィニッシュラインと正確に同じ線上に、カメラからフィニッシュライン全体が見通せるように設置しなければならない。フィニッシュ順位を決定するのに写真判定が必要な場合には、写真に記録された到着順で順位を決定する。フィニッシュは、前方に出た足の先端がフィニッシュラインを越えた時点と判断する。写真判定は、CCHやBCC大会では強制ではないにせよ実施が望ましい。

9.2.6.1
フィニッシュビデオカメラ

　IBU/IPC大会では、競技者がフィニッシュラインを越えたときの競技者のスタートナンバーを記録できるように、フィニッシュライン上にビデオカメラを設置しなければならない。

9.2.7
中間タイム

 OWG、PWG、WCH、JWCH、BWC大会では、メディアやチームのために各射撃セット後の中間タイムを電光掲示板に表示しなければならない。ペナルティループの後に中間タイムラインを設け、射撃セット終了後の各競技者のタイムをこのライン上で計時しなければならない。

9.3
計時システム

9.3.1
必要器材

  競技タイムは、手動計時でバックアップしながら電子計時で計時しなければならない。手動計時は電子計時が競技中に作動しなくなった場合にのみ使用する。計時器材の明細は付録Aを参照のこと。

9.3.2
計時単位

  電子計時・手動計時ともに、競技タイムの計時については10分の１秒まで記録しなくてはならない。

9.4
競技結果

9.4.1
  競技者またはチームの競技結果を一般結果に記録する。組織者は紙面での記録リストを作成し分配する責任を負う。PWGおよびWCH大会では、記録には英語を使用するが、同じ記録中にもう１言語使用してもよい。暫定記録ならびに最終記録には、以下の情報を含んでいなければならない。


a．大会名・場所


b．競技の種類・日時


c．コース・天候データ


d．競技ジュリーメンバーの氏名


e．TDの署名


f．参加競技者数及び完走者数


g．棄権者数及びリタイヤ選手数


h．課したペナルティ


i．以下の欄


－第１位から最下位までの順位・ランキング


－スタートナンバー


－競技者のIBU ID番号


－競技者氏名


－国名またはチーム名


－射撃セットごとの射撃ペナルティ


－10分の１秒までのスキータイム


－総合タイム及びチームタイム（リレー・チーム競技のみ）


－第１走者からのスタートタイム差


－ワールドカップポイント（適切である場合）


－ナショナルカップポイント（適切である場合）

IPC
i．以下の欄


－第１位から最下位までの順位・ランキング


－スタートナンバー


－競技者氏名及びBクラスではガイド氏名


－障害名／パーセンテージ


－国名またはチーム名


－10分の１秒までのスキータイム；（実タイム）

－10分の１秒までのスキータイム；（パーセンテージタイム）クラスが統合さ

　れた場合のみ


－射撃ペナルティ


－競技タイム


－ワールドカップポイント（適切である場合）

　公式の結果リストには選手の最終順位（Bクラスの選手の場合には、ガイドの名前も含む）、スタート番号、クラス、パーセンテージ、中間タイム（パーセンテージにペナルティを加える）、タイム（パーセンテージ）、ペナルティ、結果および実際のタイムを含むものとする。選手の総数、スタートはしたがフィニッシュしなかった選手および失格となった選手の名前、コースの技術的詳細つまりコースの長さ、標高差(HD)、極限登高（MC）合計登高（TC）、天候、気温のデータおよびジュリーの構成も記録しておくこと。

実例は、IPCノルディックスポーツ委員会を通じて入手できる。

9.4.1.1
同　着

　同着（同タイム）の場合、記録中同着の競技者は同じランキングとしなければならず、記録中にその次順位はないものとする。

9.4.2
結果の種類


　結果には以下の３種類があるものとする：中間結果、暫定結果、最終結果

9.4.2.1
中間結果

　中間結果は競技中の状況を反映し、事前情報としてのみの役割をもつ。中間結果は得点板に表示し、公式アナウンスを行い、電子計時システムで表示する。

9.4.2.2
暫定結果

　暫定結果は、最終競技者のフィニッシュ後組織者が発表する、競技の公式記録の第一報である。結果は抗議の対象となり、組織者は最終競技者がフィニッシュした後できるだけ早く、フィニッシュエリアで暫定結果の配布を行い、抗議を受け付けなければならない。暫定結果には暫定タイムを記入し、TDが署名しなければならない。

9.4.2.3
最終結果

　最終結果は、競技の最終記録であり、抗議受付締切後できるだけ早く、または競技ジュリーが提出された抗議に対する結論を出してからできるだけ早く配布しなければならない。

9.4.3
結果集

　OWG、WCH、JWCH、BWC、CCH大会では、全ての競技の最終結果及びその他の重要な情報について含んだ冊子を作成しなければならない。この冊子は以下のことがらを含まなければならない：


a．大会プログラム


b．参加者リスト－国、競技者、役員について


c．競技ジュリー及び上訴審判団の決定


d．適切なポイントリストと表題紙を含む全記録


記録を表記する全ページは白紙のみを使用するものとする。

9.4.4
冊子及び結果の配布

　WCH、JWCH、BWC、CCH、BBC大会では、大会の全参加国に２冊ずつ結果集を配布しなければならない。各国の出発前に結果集の配布が間に合わない場合、準備出来次第、郵送しなければならない。記録集は、以下の団体にも配布しなければならない：IBUのSG（４部）、VP情報、VP競技、参加国役員。また、最終BWC大会で作成した記録集は、シーズン中に開催したいずれのBWC大会にでも参加した全ての国に対して配布しなければならない。競技終了後、参加各国に配布しなければならない結果や議事録は以下の通りである：


a．競技者２名あたり１部、チーム役員に１部


b．各競技クラスに１部の監督会議議事録


c．可能であれば、各チームに１部の競技・射撃分析結果

10．
抗　議

10.1
一　般

　抗議は、100ドイツマルクか開催国の同価の貨幣を添えて、競技ジュリーに渡すために競技セクレタリーに文書で提出しなければならない。抗議が認められれば、この金額は全額返金される。抗議が却下されれば、金額はIBU/IPCが没収する。

10.2
抗議の種類及び条件

10.2.1
資格に関する抗議

　競技者の参加資格に関する抗議は、該当する競技の抗議時間が終了するまでのどの時間に行ってもよい。

10.2.2
競技中・競技後の抗議

　競技者やチーム役員による規則違反や、役員による間違い、競技条件、暫定結果に対する抗議は競技開始から暫定記録発表後15分までの期間に提出しなければならない。全ての人に暫定記録を発表したことを知らせるため、暫定記録配布後、組織委員会は直ちに明確なアナウンスを行わなければならない。

10.2.3
再競技及び無効競技

　抗議を検討した結果、競技の価値が疑わしかったり、競技ジュリーが独自の調査の結果、同様の結論を下した場合、競技ジュリーは競技を再度行ったり、競技を再度行わずにその競技を無効とする結論を下すことができる。
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